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「街から薬が消えた（続編）」 

 

 日頃より東部療育センターのメールマガジンをお読みいただき誠にありがとう 

ございます。昨年のメールマガジン（「街から薬が消えた」2022年 3月号）において、

医薬品の流通状況および薬剤師からのお願いをお知らせいたしました。 

 

さて、あれから１年が経過しましたが、残念ながらまだまだ厳しい状況は変わりま

せん。 

 

2022年 11月の調査（日本製薬団体連合）によると、25.3％の成分規格が何らかの供

給不安があると回答をしています。一見すると、大部分の医薬品が問題ないように

思えますが、時期的に多く使用される薬（例：風邪症状を抑える薬等）などを中心

に安定供給は未だ困難です。また、出荷停止および限定出荷とは別に「〇〇細粒が

製造中止」「〇〇眼軟膏が製造中止」等、毎月のように嫌なお知らせが製薬会社から

届いています。 

 

厚生労働省は、特に解熱鎮痛薬の限定出荷が続いていることを受け、「小児用製剤（散

剤やドライシロップ等）の不足時には錠剤を粉砕し、散剤とする」など調剤上の取

り組みを要請する通知を発出しました。 

 

限られた医療資源を必要な患者に適切に供給できるよう対応策を示したわけですが、

ここで実際に起こった話を紹介します。 

 

当センターに、「A細粒がないから調剤できない。」と、いつも通っている調剤薬局か

ら断られた。という連絡が入りました。 

 

当該薬局へは、「錠剤は入手できるか？」「粉砕して提供してほしい」等々こちらか

ら連絡を取り、対応可能との回答を得たため、最終的に処方医に了解を得て、錠剤

を粉砕して調剤してもらいました。 

 

「在庫がないため調剤できない」は、正当な拒否理由には該当せず、薬剤師法第 21

条に抵触する可能性があります。そのため、在庫確保がどうしても不可能な場合に

は、責任をもって他の薬局を紹介する必要があります。（紹介薬局先に予め在庫の有

無と処方箋受付の了解を得て、調剤可能な薬局を紹介するなど） 



今回のケースでは、何とか事なきを得ましたが、「ない袖は振れぬ」という、ことわ

ざが示しているとおり、想像以上に調剤薬局は綱渡りの状態が続いています。 

 

まだまだ全品目の再開と回復には至っておらず、年単位の時間がかかります。利用

者の皆様には、今一度 2022年 3月号を一読していただき、御協力をお願い申し上げ

ます。 

 

東部療育通信 2022.3 (tobu-ryoiku.jp) 

 

 

 

 

診療部薬剤検査科 薬剤師 佐藤 直行 

──────────────────────────────────── 

今回のメールマガジンはいかがでしたでしょうか？ 

ご意見・ご要望等ございましたら、遠慮なくお寄せください。 

┃I┃N┃D┃E┃X┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

1：施設概要のページへ 

→http://www.tobu-ryoiku.jp/outline/ 

──────────────────────────────────── 

2：ご利用案内のページへ 

→http://www.tobu-ryoiku.jp/guide/ 

──────────────────────────────────── 

3：施設開放サービス 

→http://www.tobu-ryoiku.jp/service/opening_service.html 

──────────────────────────────────── 

4：薬剤検査科 

→http://www.tobu-ryoiku.jp/guide/department/medicineinspect.php 
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 ┃施設概要 
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●東京都立東部療育センターは、重症心身障害児(者)の医療と療育を総合的に行 

う施設です。 

●少子化が進行する中にあっても、心身障害児(者)は減少しておらず、また、障 

害の程度は重度・重症化しています。更には、家族が高齢となったため家族介護 

が困難で施設入所を希望している方も増えています。 

●一方で、できる限り住みなれた地域で在宅の療育を望んでいる障害者や家族の 

方達は多く、その支援の充実を図ることが一層必要となっています。このような 

状況に対応するため、重症心身障害児(者)施設が整備されていなかった区東部地 

区に設置することにしました。 

https://www.tobu-ryoiku.jp/files/pdf/%E6%9D%B1%E9%83%A8%E7%99%82%E8%82%B2%E9%80%9A%E4%BF%A12022.3.pdf
https://www.tobu-ryoiku.jp/files/pdf/%E6%9D%B1%E9%83%A8%E7%99%82%E8%82%B2%E9%80%9A%E4%BF%A12022.3.pdf


→http://www.tobu-ryoiku.jp/outline/ 
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◆このメールはmsw_trc@mtrc.jp のアドレスより配信しております。 

◆送信アドレスは配信専用です。お問合せやお手続きは下記よりお願いします。 
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東部療育通信 

発行：東京都立東部療育センターhttp://www.tobu-ryoiku.jp/ 

個人情報保護方針：http://www.tobu-ryoiku.jp/privacypolicy.html 

問合せ先：https://www.tobu-ryoiku.jp/inquiry.html 

〒136-0075 東京都江東区新砂3-3-25 

TEL 03-5632-8070 / FAX 03-5632-8071 

E-mail msw_trc@mtrc.jp 

●配信がご不要の方は、下記URL にアクセスして下さい 

https://www5.webcas.net/gs/p/delete-user 
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